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令和８年度 静岡労働局の最重点施策
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１ 賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援
中小・小規模事業者が継続的に賃上げできる環境整備のため、適切な価格転嫁と生産性向上支援

に取り組みます。

また、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のため、同一労働同一賃金の遵守徹底を図るととも

に、非正規雇用労働者の処遇改善や正社員転換等に取り組む企業を支援します。

４ 長時間労働の抑制と安全で健康に働くことができる環境づくり
誰もが安心して働くことができる良好な労働環境を実現するためには、安全・健康な職場や長時間労

働の削減をはじめ、最低基準である労働基準関係法令の遵守が欠かせないことから、労働基準関係法

令の履行確保のために労働局及び監督署として必要な権限行使を適正に行うとともに、中小企業・小

規模事業者に寄り添った相談・支援を展開します。

また、令和5年度からスタートした第14次労働災害防止計画のもと、災害が多い業種や高年齢労働者

、外国人等労働者の属性、転倒や腰痛等災害の態様別から労働災害防止対策を講じていくとともに、

メンタルヘルス対策等労働者の健康確保対策に取り組みます。

２ 中小企業等における人材確保支援の強化及び
労働者の学び・学び直し等の促進

生産年齢人口が減少し、多くの職種で人材確保が困難な状況が継続している中、特に人手不足感が

深刻化している中小企業等に対する人材確保支援の取組を強化していくことが重要です。

このため、雇用吸収力が高い人手不足分野に重点を置いた積極的な求人充足サービスやマッチング

支援の充実、雇用管理改善等に取り組む事業主に対する助成制度やコンサルティング支援の活用促

進等に取り組みます。

また、賃金引上げと人手不足の緩和の好循環に向けて、個々人の能力向上により生産性や付加価値

等を向上させる観点から、労使協働による職場における学び・学び直しの取組を広めていくことが重要で

す。

このため、リ・スキリング等に関する企業向け及び個人向け支援策の周知・活用を図るほか、「労働市

場情報の見える化」の推進等により、マッチング支援及び労働移動の円滑化を促進します。

３ 女性の活躍推進及び仕事と育児・介護の両立支援、
ハラスメント防止対策等働きやすい職場環境の整備

少子高齢化や生産年齢人口の減少といった課題に対応するためには、性別や雇用形態等に関わりな

く多様な人材が個々のニーズ等に応じた働き方を選択し、活躍できる環境を整備することが重要です。

このため、女性の活躍の一層の推進に向けて、女性活躍推進法、男女雇用機会均等法の履行確保

を図るとともに、令和７年度から段階的に施行されている改正育児・介護休業法の周知・履行確保、助

成金の活用促進等により、仕事と育児・介護の両立支援に取り組みます。

また、パワーハラスメント等各種ハラスメントの相談件数が高止まりする中、事業主に、カスタマーハラス

メント防止対策等が令和８年１０月１日から義務付けられることから、改正内容の周知に取り組むなど、

総合的なハラスメント防止対策を推進します。



賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援

（1）賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた支援

事業場内最低賃金及び賃金の引上げのため、生産性向上（設備・人への投資等）や公正な待遇の確

保、円滑な労働移動等を通じ、労働市場全体の賃上げを支援する「賃上げ」支援助成金パッケージの

周知を図ります。中小企業等の生産性向上に向け個々の企業が自らのニーズに沿った助成金を利用

することができるよう情報提供を行います。

加えて、静岡働き方改革推進支援センターによるワンストップ相談窓口やよろず支援拠点や中小企業

庁の生産性向上のための補助金紹介など、生産性向上等に取り組む事業者が各種支援を活用するよ

う、引き続き周知を図ります。

また、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁

円滑化施策パッケージ」に基づき、労働局及び労働基準監督署（以下、「監督署」という。）においても、

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知、最低賃金・賃金支払の徹底と賃金引

上げに向けた環境整備等の取組を行います。

あわせて、監督署において、企業が賃金引上げを検討する際の参考となる地域の平均的な賃金や企

業の好取組事例等が分かる資料を提供し、企業の賃金引上げへの支援等を行います。

（2）同一労働同一賃金の徹底

１ 賃金引上げに向けた中小・小規模企業等支援・非正規雇用労働者支援

（3）非正規雇用労働者の処遇改善・正社員転換を行う企業への支援
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監督署による定期監督等において企業から情報提供を受けることにより、短時間労働者、有期雇用労

働者又は派遣労働者の待遇等の状況について、雇均室又は安定部による指導を行います。

また、基本給・賞与について正社員との待遇差がある理由の説明が不十分な企業に対し、監督署が

実施する集団指導等の場において不合理な待遇差の解消に向けた取組を要請するなどにより、同一労

働同一賃金の遵守徹底を図ります。

加えて、改正が予定される同一労働同一賃金ガイドラインの周知・啓発に取り組みます。

非正規雇用労働者の処遇改善や正社員（多様な正社員を含む。）への転換に取り組んだ事業主に対

して支援を行うキャリアアップ助成金について、「正社員化コース」及び「賃金規定等改定コース」などの

各コースの周知、活用勧奨等を図ります。

生産性向上（設備・人への投資等）①や、非正規雇用労働者の処遇改善②、より高い処遇への労
働移動等③を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援。対応する助成金は以下のとおり。

「賃上げ」支援助成金パッケージ

キャリアアップ助成金（正社員化コース、
賃金規定等改定コース）

業務改善助成金

人材確保等支援助成金（雇用管理制度・
雇用環境整備助成コース）

働き方改革推進支援助成金

人材開発支援助成金

産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース、
中途採用拡大コース）
特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材
確保・育成コース）
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https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007
.html

「賃上げ」支援助成金パッケージで検索２

３



１ 人手不足対策

（3）雇用仲介事業者及び労働者派遣事業者への対応

人材確保対策推進協議会（運輸・警備分野）
ハローワーク静岡
看護介護保育おしごと相談会in来・て・こ

中小企業等における人材確保支援の強化及び
労働者の学び・学び直し等の促進

（2）求人充足サービスの充実及び雇用管理改善の取組による人材確保支援
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（1）人手不足分野を中心とした人材確保支援 

生産年齢人口が減少し、中小企業等における人手不足感が深刻化している中、人材確保の支援の

取組を進めていくことが重要です。このため、人手不足分野に対するマッチング支援を強化し、分野ごと

に開催する「人材確保対策推進協議会」の場を活用して、地方自治体や関係団体等と連携した人材確

保支援（セミナー・説明会・面接会等）の充実を図ります。また、ハローワーク静岡に令和７年度から設置

している人手不足が深刻な企業が抱える課題解決に向けたチームのノウハウも活用し、「人材確保対策

コーナー」を中心に、潜在求職者の積極的な掘り起こしや求人充足に向けた条件緩和指導等により、重

点的なマッチング支援を行います。

特に、高齢化が進む社会において人材需要が高い医療・福祉分野については、事業所へのアウトリー

チ支援や関係団体との連携の強化により、更なる求人充足支援に取り組みます。

ハローワークにおいて、オンラインを活用した求人受理を進めるとともに、求人事業所に対し、求人条件

緩和や魅力ある求人票の作成支援などの求人充足に向けたサービスを実施します。

また、人材確保のためには、「魅力ある職場」を創出し、現在就業している従業員の職場定着等を高

めることが必要であることから、事業主等による雇用管理改善等の取組に対する助成金（人材確保等支

援助成金）、社会保険労務士等を活用した雇用管理改善のコンサルティングや求人者支援セミナー等

の活用を促進し、人材の確保を支援します。

労働局に設置した「『医療・介護・保育』求人者向け特別相談窓口」により、引き続き事業主等から相

談を受け付ける体制を確保するとともに、相談窓口に情報が寄せられた場合は、個々の事情に応じた必

要な対応を行います。また、雇用仲介事業については、「法令遵守徹底のためのルールと施行の強化」

及び「雇用仲介事業のさらなる見える化の促進」の観点から、職業紹介事業者や募集情報等提供事業

者の運営ルールが見直されたことについて、あらゆる機会を通じて周知啓発を図り、適切に履行されるよ

う取り組みます。 

さらに、いわゆる偽装請負や無許可派遣等の法違反に対し、労働者派遣法や職業安定法をはじめと

する労働関係法令の適正な運営の確保のための指導監督に取り組みます。
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２ リ・スキリングによる能力向上支援

経済社会の変化に対応した労働者個々人の学び・学び直しを支援するため、令和７年10月に創設さ

れた教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に訓練期間中の生活費を支援する「教育訓練休暇

給付金」や雇用保険被保険者以外の者に対して教育訓練費用と生活費を融資する 「リ・スキリング等

教育訓練支援融資」について周知を図ります。

また、地域職業能力開発促進協議会を教育訓練給付金の指定講座の拡大に活用し、必要な訓練

機会の確保に努めます。

ハローワークに「キャリア形成・リスキリング相談コーナー」を設置し、キャリアコンサルタントによる相談

支援を行います。

  また、「キャリア形成・リスキリング支援センター」と連携して、セルフ・キャリアドック等を活用しながら、

事業所に勤務する労働者のキャリア形成やリ・スキリングに係る支援策を推進します。

雇用保険を受給できない者の安定した職業への再就職や転職を促進する

ため、就職に必要な技術及び知識を習得するための求職者支援制度の活

用促進を図ります。

静岡県等が実施する公的職業訓練については、引き続きデジタル分野のコース設定の促進を図ること

とされているため、ハローワークにおいては、本人の希望だけでなく、就職可能性に関する情報提供等を

行うことで、当該コースへの適切な受講あっせんを進めるとともに、訓練開始前から訓練修了後までのき

め細かな支援を行います。

事業主が行う従業員の人材育成やスキルアップの支援を行う「人材開発支援助成金」について、中高

年齢者のための訓練の助成や設備投資助成の新設及び教育訓練休暇に対する助成メニューの見直しが

行われることも踏まえ、積極的な活用勧奨に取り組みます。

また、当該助成金の適正な執行に留意しつつ、迅速な支給決定を行います。

（1）労働者個々人の学び・学び直しの支援

（2）労働者のキャリア形成やリ・スキリングの取組を促すための相談支援事業の実施

（3）求職者支援制度の活用促進

（4）公的職業訓練によるデジタル推進人材の育成支援

（5）人材開発支援助成金等による企業における人材育成の推進

また、訓練受講による就職可能性等を踏まえた適切な受講

勧奨が行えるよう、職員の知識向上にも取り組みます。



３ 成長分野等への労働移動の円滑化

（1）「job tag」や「しょくばらぼ」の活用による労働市場情報の見える化の促進

「雇用対策協定」に基づく取り組みなど、国と地方が一層連携して地域の実情に応じた雇用対策を行

います。特に地方公共団体の希望に応じて、当該地方公共団体が行う業務と国が行う無料職業紹

介をワンストップで一体的に実施するなど、地域の特性に応じた支援を着実に行います。

また、ハローワークの全国ネットワークの活用や地方公共団体との連携により、東京圏及び大阪圏を中

心に静岡県への移住を伴う就職を希望する求職者に対して、個々のニーズに応じた支援を行います。

締結自治体 締結年月日

① 浜松市 平成27年3月25日

② 熱海市 平成27年10月13日

③ 掛川市 平成27年12月18日

④ 静岡県 平成28年12月1日

⑤ 島田市 平成29年11月28日

⑥ 富士市 平成29年12月8日

⑦ 焼津市 平成30年5月10日

⑧ 磐田市 平成30年5月10日

⑨ 富士宮市 平成30年7月13日

⑩ 沼津市 平成30年9月4日

⑪ 三島市 平成30年11月16日

⑫ 藤枝市 平成31年3月19日

⑬ 静岡市 令和4年4月15日

⑭ 下田市 令和7年2月14日

県及び１３市との間で雇用対策協定を締結
（締結数は全国第２位）※令和７年3月31日時点
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賃金上昇を伴う中途採用者の雇用機会の拡大を図るため、制度の見直しが行われた早期再就支

援等助成金（中途採用拡大コース）について、制度内容の周知を積極的に行い、活用促進に取り組

みます。

円滑な労働移動を実現するためには、「労働市場情報の見える化」を進め、マッチング機能の強化

を図ることが重要であるため、「job tag（職業情報提供サイト）」を積極的に活用し、職業相談、求人者

の採用支援及び学生等の職業意識形成を進めます。

また、企業の職場情報を求職者等に提供することにより職場選択を支援するため、「求職者等への

職場情報提供に当たっての手引」や、これを踏まえた「しょくばらぼ（職場情報総合サイト)」の利活用等

についても、周知を図ります。

さらに、各種サイトに掲載されている労働関係情報にワンストップでアクセスできるプラットフォーム「み

んなの労働ナビ」（令和７年度末開設予定）に関する活用促進を図ります。

（2）地域雇用の課題に対する地方公共団体との連携・支援

（3） 賃金上昇を伴う中途採用者の雇用拡大を図る事業主への支援



多様な人材の活躍に向けた就職支援

１ 多様な人材の活躍促進

（1）高齢者の活躍促進

（2）障害者の就労支援

②生涯現役支援窓口等でのマッチング支援及び多様な就業機会の確保
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65歳以上の再就職支援に重点的に取り組むため、県内11か所のハローワークに設置する 「生涯現

役支援窓口」を中心に、高年齢求職者の多様なニーズを踏まえた職業生活の再設計や、 支援チーム

による効果的な職業相談・紹介によるマッチング等の支援を行います。

なお、マッチングにあたっては、労働災害防止の観点にも配慮した支援を行うとともに、臨時的かつ短

期的又は軽易な就労を希望する高年齢者に対しては、シルバー人材センターへの誘導を行うなど、高

年齢者の多様なニーズに応じた支援を行います。

70歳までの就業確保措置を努力義務とする高年齢者雇用安

定法や高齢者雇用施策について  事業主への周知・啓発を図

ります。

   また、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構との連携による

事業主への助成制度の周知や提案型の相談等により、65歳を

超える定年引き上げや継続雇用制度の導入等に向けた意識

啓発・機運醸成を図ります。

あわせて、障害者を１人も雇用していない企業や障害者雇用

の経験やノウハウが不足している企業等に対しては、ハローワー

クと地域の関係機関が連携して、採用の準備段階から採用後

の職場定着までの一貫したチーム支援等を実施するほか、テ

レワークによる障害者雇用の提案や障害者雇用相談援助事

業の利用勧奨を行うなどにより、障害者の雇入れを一層促進し

ます。

また、公務部門においても計画的な採用が行われるよう、啓

発・助言等を行うほか、労働局・ハローワークおいて、公的部門

の人事担当者等を対象に、障害に対する理解促進のための研

修等を行います。

法定雇用率の段階的な引き上げや除外率の引き下げを踏まえ、特に除外率設定業種や新たに雇用

義務が生じる企業を中心に周知を図るとともに、改正された障害者雇用促進法の趣旨も踏まえ、障害

者の職業的自立を促進する観点からの対応が必要であることなどについて、障害者や事業主等に周知

を図ります。

① 障害者の雇用を促進するための支援

①70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や企業への支援

② 精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援

精神障害者、発達障害者、難病患者である求職者について、ハローワークに専門の担当者を配置す

るなど多様な障害特性に応じた就労支援を促進します。また、難病患者である求職者に関しては、ハロ

ーワークと難病相談支援センター等との連携による就労支援を行います。

さらに、障害者向けの職業訓練を実施する静岡県と連携のうえ、周知や受講勧奨、就職支援等を実

施するほか、障害者の雇用後の能力開発及び向上に向けて、企業ニーズを把握するとともに在職者訓

練の活用を促します。
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（3）外国人求職者への就職支援等

① 外国人求職者等に対する支援

② 外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言・援助等の実施

県内14カ所のハローワーク内に設置した外国人雇用サ

ービスコーナーに専門相談員や通訳員を配置し、外国人

求職者に対する職業相談等を円滑に実施できる体制を整

備するほか、日本の職場におけるコミュニケーション能力

の向上やビジネスマナー等の知識習得を目的とした「外国

人就労・定着支援研修」の受講を勧奨するなどにより、外

国人求職者の個々の状況に応じたきめ細かな就労支援

を行います。

また、静岡、浜松新卒応援ハローワーク内に設置した留

学生コーナーを中心に大学等のキャリアセンター等と緊密

に連携して、外国人留学生の国内就職を支援します。

（4）就職氷河期世代を含む中高年層へ向けた就労支援

ハローワーク静岡・浜松に設置する就職氷河期世代を含む中高年層の不安定就労者向けの専門窓

口（ミドル・チャレンジコーナー）において、職業相談、就職から職場定着まで一貫した支援を計画的かつ

総合的に実施します。

   また、企業に対しては正社員での雇い入れや一定期間の試行雇用に係る助成金等の活用を促進し

つつ、中高年層が応募しやすいミドルシニア限定・歓迎求人の開拓を行います。

ハローワーク職員や外国人雇用管理アドバイザーによる事業所訪問や事業主向けのセミナーの実施

等を通じて、外国人労働者の適正な雇用管理の改善や職業生活上の問題など関する事業主からの様

々な相談に対して、事業所の実態に応じた専門的な指導・援助を積極的に行います。

また、外国人雇用状況届出制度の適正な対応を行うとともに、各種法令違反が疑われる事案を把握

した場合には、速やかに関係機関への情報提供を行います。

64,547 
65,734 

66,806 67,841 

74,859 
81,560 

88,968 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

専門的・技術的分野の在留資格 特定活動

技能実習 資格外活動

身分に基づく在留資格 総数

（人）

在留資格別外国人労働者数の推移（令和7年10月末現在）

39,296
（+0.9％）

9,222
（+22.0%）

18,211
(+7.3%)

2,009
(+40.1%)

20,230
(+21.5%)
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（5）若者への就労支援

② 新卒応援ハローワーク等における困難な課題を抱える新規学卒者等への支援

③ 正社員就職を希望する若者への就職支援

就労に当たって課題を有する若年無業者に対し、静岡県内４箇所の地域若者サポートステーションに

おいて、地方公共団体の関係者とも連携しながら、職業的自立に向けた継続的な支援を行います。

新規学卒者等向けの専門施設として設置している

新卒応援ハローワークを中心に、就職支援ナビゲータ

ーの担当者制による個別支援を行います。

また、就職活動に困難な課題を抱える新規学卒者

等を重点的に支援することとし、学校と新卒応援ハロ

ーワーク等の情報共有により支援対象者の早期把握を

図るとともに、専門家や関係機関とも連携した支援チ

ームを設置して、心理的なサポートや就職後の職場

定着も含めた総合的な支援を行います。

正社員就職を希望する若者（安定した就労の経験が

少ない若年求職者など）を対象に、浜松わかものハロー

ワークの他、県内５箇所（沼津、清水、掛川、磐田、富士

の各ハローワーク）のわかもの支援窓口に配置した就職

支援ナビゲーターによる担当者制の職業相談、個別支

援計画に基づくきめ細やかな就職支援、職業訓練部門

との連携による能力開発支援、就職後の定着支援の実

施など、ステップアップ型の計画的で一貫した支援を通

じて正社員就職の実現を図ります。

① 地域若者サポートステーションにおける若年無業者等への就労支援

（％）
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（6）雇用保険制度の適正な運営

▼電子申請率推移（資格喪失届）▼電子申請率推移（資格取得届）

10

雇用失業情勢や働き方の多様化の進展等制度をめぐる諸情勢に的確に対応し、雇用のセーフティー

ネットとしての役割を果たすため、雇用保険受給資格者の早期再就職の実現に向けた的確な失業認定

や適正な給付を行うとともに、電子申請の利用促進や雇用保険制度改正等の積極的な周知に取り組み

ます。

また、求職者及び事業主における雇用保険手続きの更なる利便性の向上のためオンライン失業認定

およびマイナポータルを通じた離職者への離職票の直接交付について周知広報に取り組みます。

雇用関係助成金については、それぞれの制度目的が果たされるように周知に努めるとともに、雇用関

係助成金ポータルを通じた電子申請の利用勧奨に努め、利用率の向上を図ります。

併せて、事業主や社会保険労務士等に対し、助成金の適正な申請について周知等を図った上で、実

地調査を行うなど適正支給に努めるとともに、仮に不正受給等が発覚した場合は、厳正な対処を徹底し

ます。
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女性活躍の推進及び仕事と育児・介護の両立支援、
ハラスメント防止対策等働きやすい職場環境の整備

１ 女性活躍推進に向けた取組促進等

（1）男女間賃金差異等に係る情報公表を契機とした女性活躍推進に向けた取組の推進

改正女性活躍推進法により、常時雇用する労働者数101人

以上の事業主に男女間賃金差異及び女性管理職比率の情

報公表が、令和８年４月１日から事業主に義務付けられたこと

から、改正内容の周知に取り組むとともに、男女雇用機会均

等法と併せた計画的な報告徴収等の実施により、法の履行確

保を図ります。

また、「えるぼし」、「プラチナえるぼし」及び新設された「える

ぼしプラス」の取得に向けた働きかけを行います。

静岡労働局マザーズオリジナル
キャラクター

「はまリン」と「ここリン」
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（2）マザーズハローワーク等による子育て中の女性等に対する就職支援の実施

２ 総合的なハラスメント対策の推進

パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止

措置について周知に取り組むとともに、年間を通じた計画的な報告徴収等の実施により、法の履行確保

を図ります。

（1）職場におけるハラスメント防止対策の推進

（2）職場におけるハラスメントに関する周知啓発の実施

改正労働施策総合推進法等により、カスタマーハラスメ

ントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のた

めの雇用管理上の措置が、令和８年10月１日から事業主

に義務付けられることから、改正内容について労使に十分

に理解されるよう、周知に取り組みます。

また、ウエブサイト「あかるい職場応援団」の研修動画や

各種ツールの活用促進を図ります。

就職を希望する子育て中の女性等を対象にマザーズハローワー

ク等において、担当者制によるきめ細かな就職支援を実施すると

ともに、仕事と子育ての両立がしやすい求人の確保、保育施設や

子育て支援サービスに係る情報の提供等を行います。また、職業

相談及び情報提供のオンライン化を推進するとともに、地域の子

育て支援機関等と密接に連携して、アウトリーチ型支援の強化を

図ります。



労働局及び監督署に設置された「総合労働相談コーナー」に

おいて、労働問題に関するあらゆる相談にワンストップで対応し

ます。

労働局長による助言・指導を適切かつ迅速に実施するととも

に、紛争調整委員会によるあっせんの効果的な運用により、個

別労働紛争の適切かつ迅速な解決を図ります。

12

（３） 労働関係紛争の早期解決の促進

３ 仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた環境整備

（1）仕事と育児・介護の両立支援

（2）次世代育成支援対策の推進

また、「くるみん」、「プラチナくるみん」、「トライくるみん」及び不妊

治療と仕事との両立支援に関する認定制度「くるみんプラス」の取

得に向けた働きかけを行います。

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の義務付けや、介護離職を防止するための仕事と介護

の両立支援制度の周知の強化等を内容とする育児・介護休業法の改正について周知に取り組むととも

に、報告徴収等の実施により、法の履行確保を図ります。

また、両立支援等助成金の活用を促進し、男女ともに仕事と育児・介護を両立しやすい職場環境整

備を図ります。

次世代育成支援対策推進法の改正について周知に取り組み、

一般事業主行動計画の策定等については、各企業の実態に即

した計画の策定を支援するとともに、常時雇用する労働者数101

人以上の義務企業の届出等の徹底を図ります。

多様な正社員制度やテレワーク、勤務間インターバル制度の導入・定着の促進に取り組みます。

また、年次有給休暇の取得促進、病気休暇、ボランティア休暇等の特別休暇の導入促進など働き方・

休み方の見直しの推進を図ります。

（4）多様な働き方の実現に向けた環境整備

（5）フリーランス・事業者間取引適正化等法の履行確保等

フリーランスから法の就業環境の整備違反に関する申出があった場合は、申出内容を聴取し、委託事

業者等に対する調査・是正指導等を行うなど、法の履行確保を図ります。

また、委託事業者等との取引上のトラブルについての相談には、「フリーランス・トラブル110番」を紹介

するなど適切に対応します。

両親ともに働き育児を行う「共働き・共育て」を推進する観点から、令和７年４月に創設された、子の出

生後一定期間内に被保険者とその配偶者がともに一定期間以上の育児休業を取得した場合に給付す

る 「出生後休業支援給付」及び２歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合

に給付する「育児時短就業給付」について、引き続き周知に取り組むとともに、円滑な支給に努めます。

（3）出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の活用



長時間労働の抑制と安全で健康に働くことができる環境づくり
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２ 労働条件の確保・改善対策

監督指導や説明会などの行政手法を通じて、基本的労働条件の枠組みの確立をはじめとする法定労

働条件の確保に取り組みます。

特に、「労働条件相談ほっとライン」やインターネット情報監視で得た情報を活用し、法違反が疑われる

事業場に対して監督指導を実施します。

重大・悪質な事案に対しては、司法処分も含めて厳正に対処します。

外国人労働者、自動車運転者、障害者である労働者などへの法令違反の疑いがある事業場に対して

重点的監督を行い、関係機関と連携して対応を図ります。

愛称
「ふじ丸」

１ 長時間労働の抑制

（1）長時間労働の抑制に向けた監督指導の徹底等

長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害を防止するため、

各種情報から時間外・休日労働が1か月当たり80時間を超えていると

考えられる事業場及び長時間にわたる過重な労働による過労死等に

係る労災請求が行われた事業場に対する監督指導を実施します。

（2）中小企業・小規模事業者に対する支援

監督署に配置されている「労働時間相談・支援班」による説明会の

開催や中小規模事業場への個別訪問により、改正労働基準法等の

周知等きめ細やかな相談・支援等を行います。

（3）時間外労働の上限規制適用開始事業・業務への労働時間短縮

に向けた支援

令和6年度から時間外労働の上限規制の適用が開始された建設事

業、自動車運転の業務、医師について、取引慣行などの課題解決のた

め、特設サイト「はたらきかたススメ」を通じた周知を行います。

【業種別支援】

①建設業では、建設業関係労働時間削減推進協議において、適正

工期設定に向けた取組を推進します。また、毎週土曜の一斉休工

（ふじ丸デー）を周知します。

②トラック運転者については、関係省庁と連携し、「荷主特別対策チ

ーム」による長時間の恒常的な荷待ち時間削減の要請を行います。

また、適正な運賃（標準的な運賃）の支払いを周知します。

③医師については、タスクシフト/タスクシェアを含む勤務環境改善に

向けた取組を支援するため、医療勤務環境支援センターによる対

応を継続します。

（4）長時間労働につながる取引環境の見直し

大企業の働き方改革に伴う下請等中小企業への「しわ寄せ」を防止

するため、関係省庁と連携して必要な措置を講じます。

中小受託取引適正化法（取適法）違反が疑われる場合には、関係

機関へ確実に通報します。



３ 労働者の健康と安全の確保

（1）建設業における死亡災害の撲滅等

（2）転倒災害等の行動災害の防止

「転倒」や「腰痛」などの行動災害は、中高年齢の女性労働者に

発生率が高く、また、他産業と比較して小売業や介護施設を中心に

高い傾向であることから、県内における当該業種のリーディングカン

パニー等を構成員とするSAFE協議会を運営し、自主的な安全衛

生活動の導入支援の取組等の水平展開により、管内全体の安全

衛生に対する機運の醸成を図ります。

（3）外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

外国人労働者の労働災害が高止まり傾向にあることから、外国人労働

者が容易に理解できる視聴覚教材による安全衛生教育や注意表示等

の「見える化」の促進に加え、コミュニケーション不足解消のため「やさしい

日本語」使用の重要性の周知を図ります。
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（4）ストレスチェック制度の浸透をはじめとした健康確保対策の推進

① メンタルヘルス対策及び過重労働対策

ストレスチェック等のメンタルヘルス対策や長時間労働者に対する医師に

よる面接指導等、労働者の健康確保の取組が各事業場で確実に実施さ

れるよう、引き続き指導を行います。

また、改正労働安全衛生法による中小規模事業者を含めたストレスチェ

ック実施義務化への対応を含めた産業保健活動支援のため、静岡産業

保健総合支援センター及び地域産業保健センターと連携し、実施体制の

応援並びに利用促進を図ります。

② 化学物質による健康障害防止対策

新たな化学物質規制関係の法令の周知を引き続き図るとともに、ラベル

表示、ＳＤＳ（安全データシート）等による危険・有害性の周知と、周知され

た内容に基づくリスクアセスメント等の確実な実施を指導します。

また、石綿事前調査について、着工事の有資格者による事前調査、石

綿事前調査結果報告システムによる事前調査結果の報告の徹底及び発

注者への制度の周知等を図ります。

建設業死亡災害の防止のため、元方事業者と関係請負人の各

自役割に応じたリスクアセスメントの実施及び改正労働安全衛生法

による事業者の高年齢労働者の安全と健康の確保対策の努力義

務化への取組の定着を図ります。

また、製造業を中心としたはさまれ・巻き込まれ災害防止のため、

機械安全化の原則（本質安全の原則、隔離の原則、停止の原則）

の推進、非定常作業を含むリスクアセスメントの実施等の周知を図り

ます。
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第14次労働災害防止計画（令和５年度～５か年）の推進



精神障害

（過労死等事案、石綿関連疾患の請求・認定状況）

脳・心臓疾患

石綿関連疾患（石綿救済法を含む）

５ 迅速・適正な労災保険の給付

社会的関心が高い脳・心臓疾患事案、精神障害事案（過労死等事案）及び石綿関連疾患などの複雑

困難事案については、認定基準等に基づいた迅速・適正な事務処理を一層推進します。

（1） 労災保険給付の迅速・適正な処理

労災保険給付の請求については、標準処理期間内に完結するよう迅速な事務処理を行うとともに、適

正な認定に万全を期します。

労災保険の窓口業務については、引き続き、相談者等に対する丁寧な説明や請求人に対する処理状

況の連絡等を徹底します。
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（令和7年12月末時点）

①脳・心臓疾患 請求：33 決定：16
②精神障害         請求：98 決定：67
③石綿関連疾患 請求：50 決定：33

※決定件数は当該年度に請求されたものに
限らない。

（2） 複雑困難事案への対応
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４ 最低賃金制度の適切な運営

経済動向、地域の実情等を踏まえ、充実した審議

が尽くせるよう最低賃金審議会の円滑な運営を図り

ます。

  改正された最低賃金額について、使用者団体、労

働者団体及び地方公共団体等の協力を得て、改正

の周知徹底を図るとともに、最低賃金の履行確保上

問題があると考えられる業種等を重点に監督指導等

を実施します。

最 低 賃 金 の 種 類
金 額
（時間額）

静 岡 県 最 低 賃 金 １,０９７円

特
定
（産
業
別
）最
低
賃
金

鉄鋼、非鉄金属製造業 １,117円

はん用機械器具、生産用機械器具、業
務用機械器具、輸送用機械器具
製造業

１,133円



労働保険適用徴収業務の適正な運営

１ 労働保険料の適正徴収等

２ 労働保険未手続事業一掃対策の推進

事業主等に対し、労働保険制度に対する理解を促し、

法令等に基づく労働保険料を申告・納付するよう適切な

指導を行うとともに、費用負担の公平を期するために重

要な算定基礎調査において、効果的な実施計画を策定

し、適確な実施に努めます。

保険料収納率の向上を図るため、滞納整理、納付督励等の徴収業務に積極的に取り組み、滞納事業

主に対する財産差押え等、効果的かつ実効ある滞納整理を実施します。
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徴収決定済額（億円） 収納済額（億円） 収納率（％）

(%)(億円)

他の行政機関等との連携を密にして、再三の勧奨・ 指導等を行

っても加入しない事業所には、職権による保険成立手続、保険料

の認定決定を行い、未手続事業の解消を図ります。

３ 電子申請の一層の利用促進

 「オンライン利用率引き上げの基本計画」に基づき、労

働保険の成立、申告等の手続きの電子申請の利用につ

いて、あらゆる機会を捉えて周知し、電子申請の一層の

利用促進を図ります。
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口座振替納付制度について、法定納期限における確実な納付や、納付手続の負担軽減などのメリッ

トが理解されるよう一層の周知を図り、利用促進に取り組みます。
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（1）労働保険制度に対する理解の促進と適正な徴収

（2）効果的かつ実効性のある滞納整理の実施

（3）口座振替納付制度の利用促進

労働者を雇用する全ての事業主の労働保険加入を最重要課題

とし、労働保険料の公平な負担を図るため、加入勧奨及び手続指

導等について、局、署、所、各関係行政機関等及び労働保険未

手続事業一掃業務の受託者との連携を強化し、積極的に労働保

険の加入促進を図ります。

（１）関係機関等との連携による積極的加入促進の実施

（2）未手続事業の解消

（1）基本計画に基づく利用促進の実施



静岡労働局

所在地 電話番号

総務部

〒４２０－８６３９ 静岡市葵区追手町９－５０

静岡地方合同庁舎３階
０５４-２５４-６３１２

労働基準部 ０５４-２５４-６３１３

雇用環境・均等室

静岡地方合同庁舎５階

０５４-２５２-５３１０

職業安定部 ０５４-２７１-９９６０

労働基準監督署

所在地 電話番号

三島労働基準監督署 〒４１１－００３３ 三島市文教町１－３－１１２ 三島労働総合庁舎３階 ０５５-９８６-９１００

(下田駐在事務所) 〒４１５－００３６ 下田市西本郷２－５－３３ 下田地方合同庁舎１階 (０５５８-２２-０６４９)

沼津労働基準監督署 〒４１０－０８３１ 沼津市市場町９－１ 沼津合同庁舎４階 ０５５-９３３-５８３０

富士労働基準監督署 〒４１７－００４１ 富士市御幸町１３－２８ ０５４５-５１-２２５５

静岡労働基準監督署 〒４２０－０８５８ 静岡市葵区伝馬町２４－２ 相川伝馬町ビル2階・３階 ０５４-２５２-８１６５

島田労働基準監督署 〒４２７－８５０８ 島田市本通１T目４６７７－４ 島田労働総合庁舎３階 ０５４７-３７-３１４８

磐田労働基準監督署 〒４３８－８５８５ 磐田市見付３５９９－６ 磐田地方合同庁舎４階 ０５３８-３２-２２０５

浜松労働基準監督署 〒４３０－８６３９ 浜松市中央区中央１－１２－４ 浜松合同庁舎８階 ０５３-４５６-８１５１

公共職業安定所(ハローワーク)

所在地 電話番号

下田公共職業安定所 〒４１５－８５０９ 下田市４－５－２６ ０５５８-２２-０２８８

三島公共職業安定所 〒４１１－００３３ 三島市文教町１－３－１１２ 三島労働総合庁舎１階 ０５５-９８０-１３００

三島公共職業安定所
伊 東 出 張 所

〒４１４－００４６ 伊東市大原１－５－１５ ０５５７-３７-２６０５

沼津公共職業安定所 〒４１０－０８３１ 沼津市市場町９－１ 沼津合同庁舎１階・３階 ０５５-９３１-０１４５

沼津公共職業安定所
御殿場出張所

〒４１２－００３９ 御殿場市かまど字水道１１１１ ０５５０-８２-０５４０

富士公共職業安定所 〒４１７－８６０９ 富士市南町１－４ ０５４５-５１-２１５１

富士宮公共職業安定所 〒４１８－００３１ 富士宮市神田川町１４－３ ０５４４-２６-３１２８

清水公共職業安定所 〒４２４－０８２５ 静岡市清水区松原町２－１５ 清水合同庁舎１階 ０５４-３５１-８６０９

静岡公共職業安定所 〒４２２－８０４５ 静岡市駿河区西島２３５－１ ０５４-２３８-８６０９

焼津公共職業安定所 〒４２５－００２８ 焼津市駅北１－６－２２ ０５４-６２８-５１５５

島田公共職業安定所 〒４２７－８５０９ 島田市本通１T目４６７７－４ 島田労働総合庁舎１階 ０５４７-３６-８６０９

島田公共職業安定所
榛 原 出 張 所

〒４２１－０４２１ 牧之原市細江４１３８－１ ０５４８-２２-０１４８

掛川公共職業安定所 〒４３６－００７７ 掛川市駅前４－４ SKしんきん駅前プラザ２階 ０５３７-２２-４１８５

磐田公共職業安定所 〒４３８－００８６ 磐田市見付３５９９－６ 磐田地方合同庁舎１階 ０５３８-３２-６１８１

浜松公共職業安定所 〒４３２－８５３７ 浜松市中央区浅田町５０－２ ０５３-５４１-８６０９

浜松公共職業安定所
細 江 出 張 所

〒４３１－１３０２ 浜松市浜名区細江町広岡３１２－３ ０５３-５２２-０１６５

浜松公共職業安定所
浜 北 出 張 所

〒４３４－００３７ 浜松市浜名区沼２６９-1 ０５３-５８４-２２３３

静岡労働局・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)一覧
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